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第 2 章「下野市の現状と将来見通し」、第 3 章「下野市民の意識・提案」から導き出した

本市の「強み」と「弱み」を整理し、強みを活かした取組の必要性、弱みを改善するための

課題をまとめました。 

 

 

 

◆全国でもトップクラスの医療環境を有しています 

医師 1 人当たり人口は全国第１位（平成 23 年）であり、1 万人あたりの

病院・診療所数、病床数も県内でトップクラスとなっています。市民意識調

査においても医療体制に関する満足度が高く、身近な生活環境についても、

病院・診療所などの医療サービスが充実していると感じている市民が多くな

っています。 

尐子高齢化が進む中、充実した医療環境の強みをまちづくりに活かし、市

民が生涯安心して住み続けることができるまちづくりが必要です。 

 

◆県内市で最小面積７４.５９ｋ㎡のコンパクトシティです 

本市は、生活に必要な都市生活機能が近接した効率的な都市構造を有して

います。中心市街地に医療機関、銀行、スーパーなどの生活圏を集約し、交

通ネットワークにより地域間連携がされたまちなみを形成しています。 

新庁舎の整備、行政機能などへの効率的な行政投資を可能にするコンパク

トで持続可能な都市、魅力あるまちづくりが求められています。 

 

◆ＪＲ駅を３つ有し上下水道などの生活基盤が整っています 

本市は、小金井駅と自治医大駅、石橋駅の３つの駅を有するＪＲ宇都宮線

で、都心まで快速等で約７０分の通勤圏であり、小山から新幹線利用で約 

４０分の近距離にあります。また、水道普及率、下水道普及率が県内でもト

ップクラスの水準となっています。 

市民意向調査においても、上下水道の整備に関する満足度は高く、良好な

居住環境を活かした定住促進が求められます。 

 

◆栃木県の歴史を語る上で重要な史跡が残されています 

市内で約 1 万 2 千年前の人々が定住したことがわかる遺跡が発見され、

５世紀後半には複数の大型前方後円墳が造られ、8 世紀には古代東国におけ

る行政・文化の中心地として下野薬師寺・下野国分寺・尼寺が建立されまし

た。江戸時代には五街道の一つである日光街道の宿場町（小金井宿・石橋宿）

が栄え、小金井一里塚も古代寺院跡とともに国史跡として保存されています。 

これらの歴史を活かし、子どもたちの誇りや愛着につながるよう、貴重な

文化財を次世代に継承するとともに観光資源として活用することも必要で

す。 

第４章 下野市の強みと弱み 

第 1節 下野市の強み 
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◆平地林や川など美しい自然環境が、うるおいのある空間を形成しています 

本市は、姿川と田川が育んだ平坦で美しい田園風景と希尐な平地林が残っ

ており、豊かな自然空間が広がっています。この自然環境を活かした公園も

多く有しており、市民にやすらぎをもたらしています。 

これらの平地林や農地、河川の価値を再認識し、その多面的機能を守り育

てていくとともに、自然と調和したまちづくりが一層求められます。 

 

◆自然災害が少なく、安全・安心な暮らしが形成されています 

本市は自然災害が尐なく、市民意識調査においては、自然災害に対して安

全性が高いと思うとした割合が 78.8％にのぼり、また、消防・防災、防犯、

医療体制などの満足度が高くなっており住みよい生活環境を有しています。 

しかし、防犯・防災、医療体制など安全・安心な暮らしに関する重要度が

高く、市民の安全・安心に関する意識はより一層高まっており、まちの将来

像においても「交通事故・犯罪・公害・災害のない安全・安心なまち」が求

められています。 

そのため、あらゆる災害への対応や、日常の防犯対策など、市民が安心し

て暮らすことができるまちづくりを更に強化することが求められます。 

 

◆露地野菜や施設園芸も盛んで、多様な農畜産物を生産しています 

本市は、ほうれんそう、ごぼう、きゅうりなど県内トップクラスの生産量

を誇る露地野菜や施設園芸が盛んであり、生産量日本一（全国の 52.9％を

生産）である特産品のかんぴょう、良質な和牛など、多様な農畜産物を有し

ています。 

これらを活かしたブランド化の取組を進めており、今後も更にブランド化

を推進するとともに、新たな農産物の産地化や商業・加工業との連携による

6 次産業化の取組が更に求められます。 

 

◆県内でもトップクラスの健全な財政運営が図られています 

  本市の実質公債費比率、将来負担比率等はいずれも継続的に改善し、県 

 内 14 市の中においても良好な状態にあります。また、経常収支比率につい

ても 14 市平均を大きく下回り良好な状態を保持しており、財政健全性が確

保されています。 

 今後の財政運営にあたっては、事業の重点化と取捨選択を行いながら、各

施策を着実に推進するとともに、将来を見据え、更なる行財政改革に取り組

み、長期的展望に立った健全な財政運営が求められます。 
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◆高齢化に伴う福祉対策と市民一人ひとりの健康づくり対策が更に求めら

れます 

近年の人口増加率は鈍化、尐子高齢化が進行しており、今後人口減尐に転

じることが予想されます。また、高齢者世帯、要支援・要介護認定者数、障

がい者数は増加しています。 

そのため、高齢者や障がい者などの増加に伴う福祉対策と、市民一人ひと

りがいきいきと暮らせるまちづくりに向け、「健康寿命」※の延伸を図ること

が求められます。 
 

◆新たな産業の創出や雇用の確保が求められます 

小売店舗数や小売業年間商品販売額は減尐傾向にあり、商業の衰退が顕著

です。市民意識調査においても、商業・観光振興や労働環境の充実など、産

業面に関して満足度が低い状況です。特に、市民懇談会においては、市街地

における空き店舗の増加が指摘されています。 

空き店舗の有効活用や新たな企業立地の促進などによる産業の活性化が

求められます。 
  

◆情報発信や地域資源のＰＲなど、シティセールスの推進が求められます 

本市の観光客数は減尐傾向にありましたが、道の駅しもつけの整備により、

平成 23 年以降に集客は増えています。しかし、市民意識調査においては、

「観光の振興」に関する満足度が低いとともに、子ども未来プロジェクトに

おいても、特産品の PR の必要性が提案されています。 

本市のイメージやブランド力を高めるため、道の駅しもつけなどを活用し

た地域資源の PR や情報発信によるシティセールスの推進が求められます。 
 

◆地域コミュニティの希薄化や市民活動の担い手丌足を解消し、まちづくり

活動の活発化が求められます 

市民意識調査においては、市民活動への参加状況は尐なく、地域のコミュ

ニティ形成においても、コミュニティの希薄化、市民活動の担い手丌足が課

題となっています。市民懇談会においても、ボランティアの活用・育成、自

治会の活性化が求められています。 

平成 26 年 4 月に施行した自治基本条例を踏まえ、住民自治の推進、コミ

ュニティの形成や人材の育成など、まちづくり活動の活発化が求められます。 

 

 

 

 

 ※健康寿命：（健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間） 

第 2節 下野市の弱み 
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本市の強みと弱みを踏まえ、目標とされる下野市の理想的な姿を導き出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【下野市の強み】 

◆全国でもトップクラスの医療環境を有

しています。 

◆県内市で最小面積７４.５９ｋ㎡のコン

パクトシティです。 

◆ＪＲ駅を 3 つ保有し、上下水道などの

生活基盤が整っています。 

◆栃木県の歴史を語る上で重要な史跡が

残されています。 

◆平地林や川など美しい自然環境が、う

るおいの空間を形成しています。 

◆自然災害が尐なく、安全・安心の暮ら

しが形成されています。 

◆露地野菜や施設園芸も盛んで、多様な

農畜産物を生産しています。 

◆県内でもトップクラスの健全な財政運

営が図られています。 

【分析結果】 

◆充実した医療環境・居住環境や自然災害への安全性、豊かな自然環境を活かした

まちづくりが求められる。 

◆市民の幸福感、定住意向を向上するため、市民の健康づくりや安全・安心な暮ら

しを実現する必要がある。 

◆高齢者が安心して住み続けることができる環境づくりとともに、地域の魅力を高

め、市民や市外から選ばれる都市を目指す必要がある。 

◆各産業が連携し、地場産業の活性化による雇用の拡大、商工業の発展につなげて

いく必要がある。 

 

【下野市の弱み】 

◆高齢化に伴う福祉対策と市民の一人ひ

とりの健康づくり対策が更に求められ

ます。 

 

◆新たな産業の創出や雇用の確保が求め

られます。 

 

◆情報発信や地域資源の PR など、シテ

ィセールスの推進が求められます。 

 

◆地域コミュニティの希薄化や市民活動

の担い手丌足を解消し、まちづくり活

動の活発化が求められます。 

【下野市の理想的な姿】 

 

◎充実した医療、自然災害への安全性、豊かな自然環境を活かし、 

市民の幸福感が高まるまち。 

 

◎地域の資源を活かし、地域の魅力向上と雇用の拡大につなげ、 

人や企業に選ばれるまち。 

 

 

第５章 下野市の目指すまちづくり 

第 1節 下野市の理想的な姿 
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【 将 来 像 】 

 

ともに築き 未来へつなぐ 幸せ実感都市 
 

～人・自然・文化が織りなす 知恵と協働でつくる下野市～ 

市民の幸せを高める「幸せ実感都市」 

「市民の幸福感の向上」に向けて、「幸福感向

上」の要素である健康、産業、コミュニティに関

連する定住施策に取り組みます。市民の安心な暮

らしを実現することで、下野市に住んでいて、幸

福感を感じる市民を増やすことを目指します。 

 

人・自然・文化を活かした交流するまち 

「人や企業に選ばれる自治体」に向けて、地

域の魅力向上と地場産業の活性化、多彩な人材

の育成による交流施策に取り組みます。地域資

源を活かした活力の向上を実現することで、人

や地域資源が交流するまちを目指します。 

 

市民と市が協働で目的を達成するまち 

「幸せ実感都市」の実現に向けて、自治基

本条例に基づく協働のまちづくりを推進し、

市民と市が同じ目的をもって、市民一人ひと

りの知恵を活かした協働で実行するまちを

目指します。 

 

第 2節 下野市の将来像 

※将来像のイメージ 

下野市の理想的な姿を実現するために、市民一人ひとりが活力を持ち、安心して生

活できる地域社会を形成し、誰もが幸せを実感できるまちを次世代に引き継いでいく

下野市を目指します。 

そのために、地域で活躍する多彩な人材、本市が持つ豊かな自然環境、歴史的遺産

や文化を融合し、市民と市が目的を共有してそれぞれの視点からより良いまちづくり

を進め、協働して目的を達成していくことを目指します。 
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将来像「ともに築き 未来へつなぐ 幸せ実感都市」を受けて、本市が将来にわた

って持続性のあるまちをつくり効率的な発展を図るために、本市の優れた立地条件を

活かし、限られた土地を有効活用するなど、各種機能を集積させる拠点機能を配置し

ます。また、市内外の広域的交流を活発にするための広域連携軸を設定します。 

 

 

○ 生活居住拠点 

３つの駅を中心に既存の都市基盤を活用したコンパクトなまちづくりを目指し、生

活機能の充実や居住環境の形成を図ります。 

また、計画的な土地利用の見直しを行いながら居住誘導を進めます。 

○ 地域保健福祉拠点 

保健福祉センターなどを保健・医療・福祉サービスの供給拠点と位置付けるととも

に、健康づくりや子育て支援の活動拠点とし、総合的に地域保健福祉を推進します。 

○ 高度医療集積拠点 

自治医科大学周辺を高度医療集積拠点と位置付け、同大学附属病院を中心とした地

域医療の充実を推進します。 

○ 工業・流通拠点 

本市の地理的優位性などを十分活用し、地域産業の振興と雇用の促進のため工業拠

点を配します。北関東自動車道に近接する拠点は、新たな交通結節点として位置づけ、

工業・流通機能の強化を図ります。 

○ 文化財活用広域連携拠点 

本市とその周辺自治体に広がる文化財（歴史的遺産）は、市の宝であり市民の誇り

です。これら歴史的資産を次世代に継承し、文化遺産として様々に活用するため当市

と周辺自治体が連携し文化財活用の広域的なネットワーク化による情報発信や連携

した環境整備を進めます。 

○観光交流拠点 

本市の豊かな自然、公園、交流施設を活用した観光・体験など多目的な交流の拠点

として位置付けます。市民はもとより、市外から訪れる人たちの憩いの場所として、

積極的な活用を図ります。 

○ 都市核 

自治医大駅周辺は、本市のほぼ中央に位置するため、市の都市構造の中心となる拠

点として位置付け、新庁舎の整備による行政機能の集積など、都市機能の集積を効率

よく推進し、魅力ある都市核の形成を図ります。 

 

 

 

 

本市が北関東や栃木県の中で中核的な市として住民活動が活発に営まれ、多様な文

化を吸収し発信していくためには、近隣の市町村との交流が重要となります。そのた

め、人、物、文化交流の空間移動を充実させるため「広域連携軸」を設定し、近隣自

治体など幅広い交流を促進します。 

第６章 土地利用方針 

第 1節 主要拠点 

第 2節 広域連携軸 
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■土地利用構想図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(仮称) 
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将来像「ともに築き 未来へつなぐ 幸せ実感都市」の実現を目指して、今後の施策

の展開として、次の「市民の幸福感の向上」と「人や企業に選ばれる自治体」を掲げ、

市の 10 年後の目指すべき姿として、市民がそれぞれの幸福を感じ、人や企業で活力あ

るまちづくりを推進していきます。 

 

 

 

 

 

ライフスタイルが多様化・高度化する中で、量的な拡大を目指してきた社会は

成熟化し、質的・精神的な充足が求められており、本市においても市民一人ひと

りが幸せを感じられることが何よりも大切であると考えます。本市では、大半の

市民が幸せであると感じていますが、幸せであるために重要なものとして、健康、

家計、家族があげられており、これらが充実することで、更に幸せを感じること

ができると考えます。 

健康については、疾病予防や健康維持につながる取組とともに生きがいづくり

の推進が重要であり、家計については、安定的な所徔を徔るための施策の展開に

取り組むとともに、行政においては、より尐ない経費で最大の効果を上げる行政

サービスの提供が求められています。家族については、良好な家族関係の中で絆

を育むことに加えて、地域の絆づくりを進め地域力を向上させる取組が重要と考

えます。また、まちの将来の担い手である子どもたちが、まちを好きだと思うこ

とが重要であり、子どもたちの明るい未来のためのまちづくりが、家族・地域の

絆を高めると考えます。 

幸福感は人それぞれ千差万別ですが、下野市に住んでいて幸せと感じる市民が

増える取組が重要であり、特に、女性が幸せを感じ、いきいきと活躍することが

明るい家庭や元気な地域社会を形成する原動力であると考えます。 

 

 

 

 

 

本市の人口は、合併以来微増傾向でしたが、今後は減尐が続くことが予想され

ています。そのため、人や企業に選ばれることで、人口の流出の抑制と流入を促

進することが重要です。その中で、人や企業に選ばれるためには、まちの魅力、

住みやすさ、活力が重要であると考えます。 

【市民の幸福感の向上】 

 

下野市に住んでいて、幸福感を感じる市民が増えています 

【人や企業に選ばれる自治体】 

 

人や企業に選ばれ、まちに活力があふれています 

第７章 １０年後の下野市 

第 1節 施策の展開方向 
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まちの魅力については、豊かな自然環境、安全・安心な生活環境など本市の持

つ優位性をハード・ソフト両面の充実により更に伸ばしていくとともに、新たな

文化や観光が創出されることにより都市としての存在感が増し、本市のイメージ

を高めることが重要であると考えます。本市の魅力が高まることにより、ひと・

もの・情報が集まり活発に交流することとなり、更に新たな魅力を創造していく

好循環を生み出すものと考えます。 

まちの住みやすさについては、暮らしやすく安心して日常生活を送れる環境や

地域社会を形成することにより、市民が住みやすいと感じることが、周辺のまち

に波及すると期待されます。 

まちの活力については、既存産業の活性化、新たな産業の創出などにより、持

続して発展していく社会を築いていくとともに、自治基本条例の基本理念である

「市民が主役のまちづくり」「協働によるまちづくり」の実践を通して、市民、

行政がそれぞれの責任と役割を自覚し、協働の精神のもと力を合わせていくこと

がまちの活力を高めていくと考えます。 

 

「市民の幸福感の向上」「人や企業に選ばれる自治体」を目指して、市民が健

康で笑顔あふれる生活を送れるための保健福祉の充実、全ての世代でいきいきと

活動できる教育文化の振興、安全・安心に暮らせる生活環境の向上の取組を推進

するとともに、豊かな地域資源を活かした産業観光の振興、市民が快適に生活で

き、人と人との交流が盛んとなる都市基盤の整備、そして市民自らがまちの活力

を創出していく市民協働の取組を推進します。 

 

 

 

 

施策展開の２つの柱「市民の幸福感の向上」「人や企業に選ばれる自治体」 

を目指すにあたって、10 年後に目指すべき成果指標を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標名 現状値（H26） 目標値（H37） 

幸せだと感じている市民の割合 75％ 80％ 

内、女性が幸せだと感じている割合 80％ 85％ 

下野市を好きだと思う中学生の割合 81％ 85％ 

住みやすいと感じる市民の割合 84％ 90％ 

第 2節 指標でみるまちづくり 
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前章の施策の展開方向を踏まえ、保健福祉、教育文化、生活環境、産業観光、都市

基盤、市民協働の分野別の基本目標と施策の方向を掲げます。 

 

【保健福祉】 

 

 

 

医療機関が充実しており、子どもから高齢者まで安心して生活できる環境が整って

いる本市において、市内で子どもを産み、生涯健康で安心して住み続けることができ

るまちを目指します。 

具体的には、医療体制の強化や市民の健康づくり活動、保健の充実により、子ども

を産み育てやすく、高齢者や障がい者も地域で支え合いながら健康で暮らしやすい医

療・福祉環境の充実を図ります。 

 

【教育文化】 

 

 

 

豊かな自然環境や歴史ある文化の継承と活用による学ぶ機会を創出し、元気な市民

が集い、いきいきと活動するまちを目指します。 

具体的には、地域と学校が連携した教育環境の充実や、生涯学習やスポーツ・レク

リエーションを通じた学習機会の充実と学習成果を活かした活動を支援します。また、

本市の文化を継承しながら、子どもの頃から芸術・文化に触れる機会を創出し、市民

同士や市外との交流に取り組みます。 

 

【生活環境】 

 

 

 

豊かな自然環境や住環境と共生し、地球環境にやさしく自然災害にも強い安全・安

心なまちづくりを目指すとともに、市民の日常生活を支えるための生活環境の充実を

目指し、若者の定住を促進します。 

具体的には、消防・防災の推進と防犯・交通安全対策により安全・安心なまちづく

りに取り組むとともに、消費生活向上に向けた支援や公共交通網の充実を図ります。

また、ごみ処理・リサイクルの推進や地球温暖化対策による環境にやさしいまちづく

りを推進します。 

 

目標２：文化を育み、心豊かな人を育て未来につなぐまちづくり 

目標１：大切な命を育み、健康で笑顔あふれるまちづくり 

目標３：豊かな自然と人に優しい環境が共生した安全・安心なまちづくり 

第８章 施策大綱 
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【産業観光】 

 

 

 

本市の下野ブランドの取組のように、第 1 次産業から第 3 次産業までの各産業が

連携し、地域での雇用の創出と観光による交流が生まれるまちを目指します。 

具体的には、全国一の生産量を誇るかんぴょうをはじめ、米麦や露地野菜、施設園

芸、畜産などを中心に農業振興を図り、多様な産業の連携による 6 次産業化を図ると

ともに、工業・商業の振興による雇用の創出を図ります。また、自然・歴史・文化な

どの地域資源に更なる磨きをかけるとともに、下野ブランドの充実に取り組み、新た

な観光資源の掘り起こしなどの観光振興を図り、シティセールスを推進します。 

 

【都市基盤】 

 

 

 

秩序ある土地利用による拠点形成と充実した道路網による地域間の連携により、快

適な暮らしを形成するまちづくりを目指し、若い世代の定住を促進します。 

具体的には、３つの駅を中心とした居住や都市機能・生活機能の集約を図るととも

に、公園や緑地など自然環境と調和した住環境形成に取り組み、定住促進を図ります。

また、道路・橋梁の整備などを計画的に行うことにより、利便性が高く人に優しい交

通環境づくりを図るとともに、充実した上下水道の維持・管理による快適な水環境の

形成に取り組みます。 

 

【市民協働】 

 

 

 

平成 26 年 4 月に施行した下野市自治基本条例の基本理念である「市民が主役のま

ちづくりの推進」を目的として、市民みんなで協働と健全なまちを目指します。 

具体的には、自治基本条例に則って、地域の特性に応じた市民によるまちづくりの

ために行う市民活動や地域活動への支援など、市民と行政による協働のまちづくりを

推進します。また、地方分権の進展に対応し、自立したまちづくりに向け健全な行財

政運営を推進します。 

 

 

目標５： 快適でうるおいのある環境で新たな人の流れをつくるまちづくり 

目標６： 市民が主役の市民と行政が協働するまちづくり 

目標４：地域資源を活かし、産業・地域が躍進するまちづくり 
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総合計画に基づいて実施される施策・事業については、以下の通り PDCA サイク

ルを実行することで、進行管理を行います。 

施策・事業の評価(Check)と施策・事業の見直し(Action)については、施策・事業

実施後の事後評価を行い、これに基づいて各施策・事業について見直しの方向性の立

案を行うとともに、実施前の事前評価をフィードバックすることで、より効果の高い

施策・事業の展開を図ります。 

これらすべての取組を通して、下野市の将来像である「ともに築き 未来へつなぐ 

幸せ実感都市」の実現を目指します。 

 

■PDCAサイクルと評価・見直しの方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合計画 

施策・事業の実施 

施策・事業の評価 

施策・事業の見直し 

Plan 計画 

Do  

遂行 

Action  

改善・次年度判断 

Check  

評価・検証 

＜PDCAサイクル＞ 

第９章 総合計画の進行管理 
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